
 

実施計画（平成 29 年度変更案）に対する滋賀県環境審議会の

意見（答申案） 

 平成 24 年度変更計画に対する滋賀県環境審議会の意見  
（平成 24 年 12 月 10 日）  

実施計画案については妥当である。 

なお、次の意見について配慮するよう申し添える。 

 

１  工事中や工事後の周辺環境への影響をできる限り低減す

る対策を講じるとともに、効果確認のモニタリングや評価

を行うこと。 

なお、周辺環境への影響やモニタリング結果について周

辺住民等に定期的に説明するなど、リスクコミュニケーシ

ョンに努めること。 

 

２  廃棄物による支障等が再び引き起こされることのないよ

う、現地の状況を十分把握し、硫化水素ガス対策や底面遮

水等について確実な施工を行うこと。 

 

 

 

 

３  事業経費内訳や工事執行状況等の透明性を確保し、県民

に対する説明責任を果たすこと。 

 

４  対策工事の進捗状況やモニタリングの状況等を定期的に

当審議会に報告すること。 

 実施計画案については妥当である。 

なお、次の意見について配慮するよう申し添える。 
 

１ 工事中や工事後の周辺環境への影響をできる限り低減す

る対策を講じるとともに、効果確認のモニタリングや評価

を行うこと。 

  なお、周辺環境への影響やモニタリング結果について周

辺住民等に説明し協議する組織をつくるなど、リスクコミ

ュニケーションに努めること。 
 

２ 将来にわたって安心できるよう、現地の状況を十分把握

し、硫化水素ガス対策や底面遮水等について確実な施工を

行うこと。 

 

３ 廃棄物の選別や汚染判定分析にあたっては、埋め戻し物

の安全確保に十分配慮すること。 
 

４ 事業経費内訳や工事執行状況等の透明性を確保し、県民

に対する説明責任を果たすこと。 

 

５ 対策工事の進捗状況やモニタリングの状況等を定期的に

当部会に報告すること。  
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